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東海市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年３月２９日 

 

東海市教育委員会教育長 加 藤 千 博 

  

東海市教育委員会規則第２号 

 

東海市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則 

 

東海市教育委員会事務局等組織規則（昭和５２年東海市教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 

別表学校教育課の項 中「ほう章」を「褒章」に改め、同項 中「適応指導教室」

を「教育支援センター」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


